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気 象 庁

気象業務法の一部を改正する法律案について

１．法律案の趣旨

近年における気象業務に関する技術の進展及び観測体制の充実に対応し、地震及び噴

火による被害の軽減を図るため、気象庁に、発生した断層運動による地震動及び火山現

象についての一般の利用に適合する予報及び警報を義務付けることとする等所要の措置

を講ずる。

２．法律案の概要

（１）気象庁による地震及び火山現象の予報及び警報の実施

気象庁は、震源付近の初期微動及び火山の活動状況に関する観測成果に基づき、発

生した断層運動による地震動 （以下単に「地震動」という ）及び火山現象について※ 。

の一般の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこととする。

地震動の予報とは、地震の最初のわずかな揺れから各地の揺れ（地震動）を予想し発表することであ※

り、地震の発生の予想は含まない。

（２）気象庁以外の者に対する地震又は火山現象の予報の業務の許可

気象庁以外の者が地震動又は火山現象の予報の業務を行おうとする場合は、気象庁

長官の許可を受けなければならないこととする。

（３）気象庁以外の者による地震及び火山現象の警報の制限

気象庁以外の者は、地震動及び火山現象の警報をしてはならないこととする。

（４）その他

その他所要の措置を講ずることとする。

３．閣議決定予定

平成１９年１０月１２日（金）

問い合わせ先：気象庁地震火山部管理課

（ ）03-3212-8341 内線4503,4509

資料３



気象業務法の一部を改正する法律案

○ 気象庁は地震動※・火山現象の予報・警報をしなくてはならない

○ 気象庁以外の者による地震動・火山現象の警報の禁止

○ 気象等の予報業務の許可の対象に地震動・火山現象を追加

地震動・火山現象の予報・警報※の確実な提供と適切な利活用

地震動・火山現象の予報・警報の開始

※地震動の予報とは、地震の最初のわずかな揺れから各地の揺れ（地震動）を予想し発表することである。

地震動・火山現象による災害が起きる前に、
適切な防災行動をとることが可能となり、被害が軽減

効果

発表

事業者

放送局等

改正案の概要

緊急地震速報、噴火警戒レベルを今秋から提供開始

必要性

強い揺れ

に警戒

家庭・オフィス等で揺れる前に防災行動

震源
×

○○県で強い揺れ

［放送・伝達］
緊急地震速報

気象庁

震度５弱
あと６秒

［個別地点の予測震度等を提供］

※予報とは自然現象の予想の発表であり、そのうち警報とは重大な災害のおそれを警告する予報のことである。

中央防災会議（平成19年6月）

ＮＨＫテレビ放送イメージ



気
象
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

気
象
庁
に
よ
る
地
震
動
及
び
火
山
現
象
の
予
報
及
び
警
報
の
実
施

一

気
象
庁
は
、
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
（
以
下
単
に
「
地
震
動
」
と
い
う
。
）
及
び
火
山
現
象
に
つ
い
て
の

一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
三
条
第
一
項
関
係
）

二

気
象
庁
は
、
地
象
の
警
報
を
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事
項
を
警
察
庁
、
国

土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
日
本
放
送
協

会
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
五
条
第
一
項
関
係
）

第
二

気
象
庁
以
外
の
者
に
対
す
る
地
震
動
及
び
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
の
許
可

気
象
庁
以
外
の
者
が
地
震
動
又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
は
、
気
象
庁
長
官
の
許
可
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
十
八
条
第
一
項
及
び
第
十
九
条
の
二
関
係
）

第
三

気
象
庁
以
外
の
者
に
よ
る
地
震
動
及
び
火
山
現
象
の
警
報
の
制
限

気
象
庁
以
外
の
者
は
地
震
動
及
び
火
山
現
象
の
警
報
を
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
第
二
十
三
条
関
係
）

第
四

そ
の
他



そ
の
他
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
五

附
則
関
係

一

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
一
条
関
係
）

二

こ
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
所
要
の
経
過
措
置
等
を
定
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。（

附
則
第
二
条
か
ら
第
五
条
ま
で
関
係
）

三

関
係
法
律
に
つ
い
て
所
要
の
改
正
を
行
う
も
の
と
す
る
こ
と
。

（
附
則
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）



気
象
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
四
項
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
及
び
火
山
現
象
を
除
く
」
を
「
に
あ
つ
て
は
、
発
生

し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
（
以
下
単
に
「
地
震
動
」
と
い
う
。
）
に
限
る
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
気
象
」
の
下
に
「
、
地
震
動
、
火
山
現
象
」
を
加
え
、
同
条

第
三
号
中
「
気
象
」
の
下
に
「
、
地
震
動
及
び
火
山
現
象
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
及
び
火
山
現
象
」
を
「
（
地
震
動
を

除
く
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
第
三
号
を
削
る
。

第
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
こ
の
章
に
お
い
て
以
下
」
を
「
に
あ
つ
て
は
、
地
震
動
に
限
る
。
第
十
六

条
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
第
一
項
中
「
、
気
象
」
の
下
に
「
、
地
象
」
を
加
え
、
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式

会
社
、
警
察
庁
、
海
上
保
安
庁
、
国
土
交
通
省
、
日
本
放
送
協
会
又
は
都
道
府
県
」
を
「
警
察
庁
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安

庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
日
本
放
送
協
会
」
に
、
「
警
戒
の
必
要
が



な
く
な
つ
た
場
合
」
を
「
地
震
動
の
警
報
以
外
の
警
報
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
警
戒
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
と
き
」
に
改
め

、
同
条
第
二
項
中
「
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
警
察
庁
及
び
都
道
府
県
」
を
「
警
察
庁
、

都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
海
上
保
安
庁
」
を

「
国
土
交
通
省
」
に
、
「
航
海
中
及
び
入
港
中
の
船
舶
」
を
「
航
行
中
の
航
空
機
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
国
土
交
通
省

」
を
「
海
上
保
安
庁
」
に
、
「
航
行
中
の
航
空
機
」
を
「
航
海
中
及
び
入
港
中
の
船
舶
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
中
「
地
象
」
の
下
に
「
（
地
震
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
中
「
当
該
予
報
業
務
」
を
「
地
震
動
及
び
火
山
現
象
の
予
報
以
外
の
予
報
の
業
務
を
行
お
う
と
す

る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
予
報
業
務
」
に
改
め
、
同
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

地
震
動
又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
予
報
業
務
の
う
ち
現
象
の
予
想
の

方
法
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

第
十
九
条
の
二
中
「
受
け
た
者
」
の
下
に
「
（
地
震
動
又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
の
み
の
許
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
る
。

第
二
十
条
の
二
中
「
の
一
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
「
要
員
」
の
下
に
「
又
は
そ
の
現
象
の
予
想
の
方
法
」
を
加
え



る
。第

二
十
三
条
中
「
、
気
象
」
の
下
に
「
、
地
震
動
、
火
山
現
象
」
を
加
え
、
同
条
た
だ
し
書
中
「
但
し
」
を
「
た
だ
し
」
に

改
め
る
。

第
二
十
五
条
中
「
左
に
」
を
「
次
に
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
及
び
火
山
現
象
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
中
「
も
の
の

外
」
を
「
も
の
の
ほ
か
」
に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
第
二
項
中
「
及
び
第
三
号
」
を
「
か
ら
第
四
号
ま
で
」
に
、
「
の
一
」
を
「
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
正
当
の
」
を
「
正
当
な
」
に
、
「
及
び
火
山
現
象
を
除
く
」
を
「
に
あ
つ
て
は
、
地
震
動
に
限
る
」
に
、

「
こ
わ
し
」
を
「
壊
し
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
地
震
動
（
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
火
山
現



象
の
予
報
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
者
（
次
条
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

間
（
当
該
期
間
内
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
係
る
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
気
象
業
務
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十

七
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
に
つ
い
て
不
許
可
の
処
分
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
）
は
、
同
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
当
該
地
震
動
又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の

期
間
内
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
係
る
同
項
の
許
可
の
申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申

請
に
つ
い
て
許
可
又
は
不
許
可
の
処
分
が
あ
る
ま
で
の
間
も
、
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
き
地
震
動
又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
を
新
法
第
十

七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
た
者
と
み
な
し
て
、
新
法
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
（
こ
れ
ら
の
規
定
に
係
る

罰
則
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
。

第
三
条

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
気
象
業
務
法
第
十
七
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者

で
あ
っ
て
、
地
震
動
又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
月

間
（
当
該
期
間
内
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
係
る
新
法
第
十
九
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
に
つ
い
て
不
認
可
の
処
分
が
あ
っ
た
と

き
は
、
当
該
処
分
の
あ
っ
た
日
ま
で
の
間
）
は
、
新
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
引
き
続
き
当
該
地
震
動



又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
こ
れ
ら
の
業
務
に
係
る
同
項
の
認
可
の

申
請
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
期
間
を
経
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
申
請
に
つ
い
て
認
可
又
は
不
認
可
の
処
分
が
あ
る
ま

で
の
間
も
、
同
様
と
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
検
討
）

第
五
条

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
免
許
税
法
の
一
部
改
正
）

第
六
条

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
第
百
四
十
三
号
中
「
許
可
、
」
を
「
許
可
若
し
く
は
予
報
業
務
の
範
囲
の
変
更
の
認
可
、
」
に
改
め
、
同
号
(四)

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(五)

(三)

(四)

(二)

(三)

(一)

気
象
業
務
法
第
十
九
条
第
一
項
（
変
更
認
可
）
の
予
報
業
務
の
範
囲

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

(二)



の
変
更
の
認
可
（
同
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
（
許
可
の
基
準
）
の

予
報
の
業
務
又
は
同
項
第
四
号
の
地
震
動
若
し
く
は
火
山
現
象
の
予
報

の
業
務
を
新
た
に
行
う
た
め
に
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）

（
国
土
交
通
省
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
百
十
九
号
中
「
及
び
火
山
現
象
を
除
く
」
を
「
に
あ
っ
て
は
、
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
に
限
る
」

に
改
め
る
。



理

由

近
年
に
お
け
る
気
象
業
務
に
関
す
る
技
術
の
進
展
及
び
観
測
体
制
の
充
実
に
対
応
し
、
地
震
及
び
噴
火
に
よ
る
被
害
の
軽
減

を
図
る
た
め
、
気
象
庁
に
、
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
及
び
火
山
現
象
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報

及
び
警
報
を
義
務
付
け
る
こ
と
と
す
る
等
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で

あ
る
。



気
象
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

本
則
関
係

○

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
1

附
則
関
係

○

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
7

○

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
9
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気
象
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
条
文

○

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
定
義
）

（
定
義
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
気
象
業
務
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
気
象
業
務
」
と
は
、
左
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

気
象
、
地
象
（
地
震
に
あ
つ
て
は
、
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動
（
以

二

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
及
び
警
報

下
単
に
「
地
震
動
」
と
い
う
。
）
に
限
る
。
）
及
び
水
象
の
予
報
及
び
警
報

三
～
七

（
略
）

三
～
七

（
略
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）

（
気
象
庁
長
官
の
任
務
）

（
気
象
庁
長
官
の
任
務
）

第
三
条

気
象
庁
長
官
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を

第
三
条

気
象
庁
長
官
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を

行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

気
象
、
地
震
動
、
火
山
現
象
、
津
波
及
び
高
潮
の
予
報
及
び
警
報
の
中
枢
組
織

二

気
象
、
津
波
及
び
高
潮
の
予
報
及
び
警
報
の
中
枢
組
織
を
確
立
し
、
及
び
維
持

を
確
立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

す
る
こ
と
。

三

気
象
、
地
震
動
及
び
火
山
現
象
の
観
測
、
予
報
及
び
警
報
に
関
す
る
情
報
を
迅

三

気
象
の
観
測
、
予
報
及
び
警
報
に
関
す
る
情
報
を
迅
速
に
交
換
す
る
組
織
を
確
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速
に
交
換
す
る
組
織
を
確
立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

四

地
震
（
地
震
動
を
除
く
。
）
の
観
測
の
成
果
を
迅
速
に
交
換
す
る
組
織
を
確
立

四

地
震
及
び
火
山
現
象
の
観
測
の
成
果
を
迅
速
に
交
換
す
る
組
織
を
確
立
し
、
及

し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

び
維
持
す
る
こ
と
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

第
二
章

観
測

第
二
章

観
測

（
気
象
庁
以
外
の
者
の
行
う
気
象
観
測
）

（
気
象
庁
以
外
の
者
の
行
う
気
象
観
測
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

政
府
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
次
に
掲
げ
る
気
象
の
観
測
を
行
う
場

２

政
府
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
次
に
掲
げ
る
気
象
の
観
測
を
行
う
場

合
に
は
、
前
項
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

合
に
は
、
前
項
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
気
象
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
気
象
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
削
る
。
）

三

そ
の
成
果
を
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一

項
第
九
号
の
電
気
事
業
の
運
営
に
利
用
す
る
た
め
の
気
象
の
観
測

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

第
三
章

予
報
及
び
警
報

第
三
章

予
報
及
び
警
報

（
予
報
及
び
警
報
）

（
予
報
及
び
警
報
）

第
十
三
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
（
地
震
に
あ

第
十
三
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
（
地
震
及
び

つ
て
は
、
地
震
動
に
限
る
。
第
十
六
条
を
除
き
、
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）

火
山
現
象
を
除
く
。
こ
の
章
に
お
い
て
以
下
同
じ
。
）
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び

、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び

洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）
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第
十
五
条

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
か

第
十
五
条

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の

ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の
警
報
を

警
報
を
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事
項
を

し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事
項
を
東
日
本

警
察
庁
、
国
土
交
通
省
、
海
上
保
安
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社

電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
警
察
庁
、
海
上
保
安
庁
、
国

、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
又
は
日
本
放
送
協
会
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な

土
交
通
省
、
日
本
放
送
協
会
又
は
都
道
府
県
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
な
い
。
地
震
動
の
警
報
以
外
の
警
報
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
警
戒
の
必
要
が
な

。
警
戒
の
必
要
が
な
く
な
つ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

く
な
つ
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
を
受
け
た
警
察
庁
、
都
道
府
県
、
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
及
び

２

前
項
の
通
知
を
受
け
た
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会

西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
関
係
市

社
、
警
察
庁
及
び
都
道
府
県
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
関
係
市

町
村
長
に
通
知
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

町
村
長
に
通
知
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

４

第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
国
土
交
通
省
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事

４

第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
海
上
保
安
庁
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事

項
を
航
行
中
の
航
空
機
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
を
航
海
中
及
び
入
港
中
の
船
舶
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

５

第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
海
上
保
安
庁
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事

５

第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
国
土
交
通
省
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事

項
を
航
海
中
及
び
入
港
中
の
船
舶
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

項
を
航
行
中
の
航
空
機
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。
６

（
略
）

６

（
略
）

（
航
空
予
報
図
の
交
付
）

（
航
空
予
報
図
の
交
付
）

第
十
六
条

気
象
庁
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
に
対
し
、
そ
の
航
行
前
、

第
十
六
条

気
象
庁
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
に
対
し
、
そ
の
航
行
前
、

気
象
、
地
象
（
地
震
を
除
く
。
）
又
は
水
象
に
つ
い
て
の
予
想
を
記
載
し
た
航
空
予

気
象
、
地
象
又
は
水
象
に
つ
い
て
の
予
想
を
記
載
し
た
航
空
予
報
図
を
交
付
し
な
け

報
図
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
許
可
の
基
準
）

（
許
可
の
基
準
）

第
十
八
条

気
象
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
書
を
受
理
し

第
十
八
条

気
象
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
書
を
受
理
し

た
と
き
は
、
次
の
基
準
に
よ
つ
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
と
き
は
、
次
の
基
準
に
よ
つ
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

地
震
動
及
び
火
山
現
象
の
予
報
以
外
の
予
報
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に

三

当
該
予
報
業
務
を
行
う
事
業
所
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
の
要
件
を
備
え
る
こ

あ
つ
て
は
、
当
該
予
報
業
務
を
行
う
事
業
所
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
の
要
件
を

と
と
な
つ
て
い
る
こ
と
。

備
え
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
こ
と
。

四

地
震
動
又
は
火
山
現
象
の
予
報
の
業
務
を
行
お
う
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、

当
該
予
報
業
務
の
う
ち
現
象
の
予
想
の
方
法
が
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
気
象
予
報
士
の
設
置
）

（
気
象
予
報
士
の
設
置
）

第
十
九
条
の
二

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
（
地
震
動
又
は
火
山
現

第
十
九
条
の
二

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
予
報
業
務
を

象
の
予
報
の
業
務
の
み
の
許
可
を
受
け
た
者
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
は

行
う
事
業
所
ご
と
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
予
報
士
（

、
当
該
予
報
業
務
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

第
二
十
四
条
の
二
十
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な

り
、
気
象
予
報
士
（
第
二
十
四
条
の
二
十
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
改
善
命
令
）

（
業
務
改
善
命
令
）

第
二
十
条
の
二

気
象
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
が
第

第
二
十
条
の
二

気
象
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
が
第

十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
第
十

十
八
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場
合
そ
の
他
第
十
七
条
の

七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
の
予
報
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た

規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
の
予
報
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要

め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
施
設
及

が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
許
可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
施
設
及
び
要
員

び
要
員
又
は
そ
の
現
象
の
予
想
の
方
法
に
つ
い
て
同
項
各
号
に
適
合
す
る
た
め
の
措

に
つ
い
て
同
項
各
号
に
適
合
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
当
該
予
報
業
務
の
運
営
を
改
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置
そ
の
他
当
該
予
報
業
務
の
運
営
を
改
善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ

善
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
警
報
の
制
限
）

（
警
報
の
制
限
）

第
二
十
三
条

気
象
庁
以
外
の
者
は
、
気
象
、
地
震
動
、
火
山
現
象
、
津
波
、
高
潮
、

第
二
十
三
条

気
象
庁
以
外
の
者
は
、
気
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の
警
報

波
浪
及
び
洪
水
の
警
報
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

を
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
章

無
線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表

第
四
章

無
線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表

（
無
線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表
）

（
無
線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表
）

第
二
十
五
条

気
象
庁
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る

第
二
十
五
条

気
象
庁
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
左
に
掲
げ
る

も
の
を
総
合
し
て
作
成
す
る
資
料
を
国
内
及
び
国
外
の
気
象
業
務
を
行
う
機
関
、
船

も
の
を
総
合
し
て
作
成
す
る
資
料
を
国
内
及
び
国
外
の
気
象
業
務
を
行
う
機
関
、
船

舶
又
は
航
空
機
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
に
よ
り
発
表

舶
又
は
航
空
機
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
に
よ
り
発
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

国
内
及
び
国
外
の
気
象
、
地
象
（
地
震
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
事
項
及

二

国
内
及
び
国
外
の
気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象

び
警
報
事
項

の
予
報
事
項
及
び
警
報
事
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
内
及
び
国
外
の
気
象
、
地
象
及
び
水
象
に

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
国
内
及
び
国
外
の
気
象
、
地
象
及
び
水
象
に
関

関
す
る
情
報

す
る
情
報

第
二
十
六
条

（
略
）

第
二
十
六
条

（
略
）

２

第
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
条
の
二

２

第
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
条
の
二
か
ら

か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

て
、
第
二
十
条
の
二
中
「
第
十
八
条
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
か
」
と
あ
り
、
及
び
「

第
二
十
条
の
二
中
「
第
十
八
条
第
一
項
各
号
の
一
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
項
各
号
」
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同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

と
あ
る
の
は
、
「
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

す
る
。第

六
章

雑
則

第
六
章

雑
則

（
気
象
測
器
等
の
保
全
）

（
気
象
測
器
等
の
保
全
）

第
三
十
七
条

何
人
も
、
正
当
な
理
由
が
な
い
の
に
、
気
象
庁
若
し
く
は
第
六
条
第
一

第
三
十
七
条

何
人
も
、
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
気
象
庁
若
し
く
は
第
六
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
気
象
の
観
測
を
行
う
者
が
屋
外
に
設
置
す
る
気
象
測
器
又
は
気
象
、
地
象
（
地
震

い
気
象
の
観
測
を
行
う
者
が
屋
外
に
設
置
す
る
気
象
測
器
又
は
気
象
、
地
象
（
地
震

に
あ
つ
て
は
、
地
震
動
に
限
る
。
）
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
若
し
く
は
洪
水
に
つ
い

及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
若
し
く
は
洪
水
に
つ
い
て
の
警

て
の
警
報
の
標
識
を
壊
し
、
移
し
、
そ
の
他
こ
れ
ら
の
気
象
測
器
又
は
標
識
の
効
用

報
の
標
識
を
こ
わ
し
、
移
し
、
そ
の
他
こ
れ
ら
の
気
象
測
器
又
は
標
識
の
効
用
を
害

を
害
す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

す
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
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○

登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
附
則
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
、

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
、

第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―
第
十
九
条
、
第

第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条
の
三
―
第
十
九
条
、
第

二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
関
係
）

二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
関
係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可
、

課
税
標
準

税

率

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可
、

課
税
標
準

税

率

認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

一
～
百
四
十
二

（
略
）

一
～
百
四
十
二

（
略
）

百
四
十
三

予
報
業
務
の
許
可
若
し
く
は
予
報
業
務
の
範
囲
の
変
更
の
認
可
、
気

百
四
十
三

予
報
業
務
の
許
可
、
気
象
観
測
成
果
の
無
線
通
信
に
よ
る
発
表
業
務

象
観
測
成
果
の
無
線
通
信
に
よ
る
発
表
業
務
の
許
可
若
し
く
は
気
象
測
器
の
器

の
許
可
若
し
く
は
気
象
測
器
の
器
差
に
係
る
認
定
測
定
者
の
認
定
又
は
気
象
測

差
に
係
る
認
定
測
定
者
の
認
定
又
は
気
象
測
器
に
係
る
登
録
検
定
機
関
の
登
録

器
に
係
る
登
録
検
定
機
関
の
登
録

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
九

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
九

(一)

(一)

百
六
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
（
予
報

万
円

百
六
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
（
予
報

万
円

業
務
の
許
可
）
の
予
報
業
務
の
許
可

業
務
の
許
可
）
の
予
報
業
務
の
許
可

気
象
業
務
法
第
十
九
条
第
一
項
（
変
更

認
可
件
数

一
件
に
つ
き
九

(二)
認
可
）
の
予
報
業
務
の
範
囲
の
変
更
の
認

万
円

可
（
同
法
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
（
許

可
の
基
準
）
の
予
報
の
業
務
又
は
同
項
第

四
号
の
地
震
動
若
し
く
は
火
山
現
象
の
予

報
の
業
務
を
新
た
に
行
う
た
め
に
受
け
る

も
の
に
限
る
。
）

気
象
業
務
法
第
二
十
六
条
第
一
項
（
無

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
九

気
象
業
務
法
第
二
十
六
条
第
一
項
（
無

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
九

(三)

(二)

線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表
）
の
規
定
に

万
円

線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表
）
の
規
定
に

万
円
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よ
る
気
象
の
観
測
の
成
果
に
係
る
無
線
通

よ
る
気
象
の
観
測
の
成
果
に
係
る
無
線
通

信
に
よ
る
発
表
の
業
務
の
許
可

信
に
よ
る
発
表
の
業
務
の
許
可

気
象
業
務
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項

認
定
件
数

一
件
に
つ
き
九

気
象
業
務
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項

認
定
件
数

一
件
に
つ
き
九

(四)

(三)

（
測
定
能
力
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
認

万
円

（
測
定
能
力
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
認

万
円

定
測
定
者
の
認
定

定
測
定
者
の
認
定

気
象
業
務
法
第
九
条
（
登
録
検
定
機
関

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
九

気
象
業
務
法
第
九
条
（
登
録
検
定
機
関

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
九

(五)

(四)

の
登
録
）
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く

万
円

の
登
録
）
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く

万
円

。
）

。
）

百
四
十
四
～
百
五
十
八

（
略
）

百
四
十
四
～
百
五
十
八

（
略
）



 9 

○

国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
附
則
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
所
掌
事
務
）

（
所
掌
事
務
）

第
四
条

国
土
交
通
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

第
四
条

国
土
交
通
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ

か
さ
ど
る
。

か
さ
ど
る
。

一
～
百
十
八

（
略
）

一
～
百
十
八

（
略
）

百
十
九

気
象
、
地
象
（
地
震
に
あ
っ
て
は
、
発
生
し
た
断
層
運
動
に
よ
る
地
震
動

百
十
九

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
及
び

に
限
る
。
）
及
び
水
象
の
予
報
及
び
警
報
並
び
に
気
象
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

警
報
並
び
に
気
象
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

百
二
十
～
百
二
十
八

（
略
）

百
二
十
～
百
二
十
八

（
略
）
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- 1 -

気
象
業
務
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
参
照
条
文

○
気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
（
抄
）

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
気
象
業
務
に
関
す
る
基
本
的
制
度
を
定
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
気
象
業
務
の
健
全
な
発
達
を
図
り
、
も
つ
て
災
害
の
予
防
、

交
通
の
安
全
の
確
保
、
産
業
の
興
隆
等
公
共
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
気
象
業
務
に
関
す
る
国
際
的
協
力
を
行
う
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
気
象
」
と
は
、
大
気
（
電
離
層
を
除
く
。
）
の
諸
現
象
を
い
う
。

２

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
地
象
」
と
は
、
地
震
及
び
火
山
現
象
並
び
に
気
象
に
密
接
に
関
連
す
る
地
面
及
び
地
中
の
諸
現
象
を
い
う
。

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
水
象
」
と
は
、
気
象
又
は
地
震
に
密
接
に
関
連
す
る
陸
水
及
び
海
洋
の
諸
現
象
を
い
う
。

４

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
気
象
業
務
」
と
は
、
左
に
掲
げ
る
業
務
を
い
う
。

一

気
象
、
地
象
、
地
動
及
び
水
象
の
観
測
並
び
に
そ
の
成
果
の
収
集
及
び
発
表

二

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
及
び
警
報

三

気
象
、
地
象
及
び
水
象
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
び
発
表

四

地
球
磁
気
及
び
地
球
電
気
の
常
時
観
測
並
び
に
そ
の
成
果
の
収
集
及
び
発
表

五

前
各
号
の
事
項
に
関
す
る
統
計
の
作
成
及
び
調
査
並
び
に
統
計
及
び
調
査
の
成
果
の
発
表

六

前
各
号
の
業
務
を
行
う
に
必
要
な
研
究

七

前
各
号
の
業
務
を
行
う
に
必
要
な
附
帯
業
務

５

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
観
測
」
と
は
、
自
然
科
学
的
方
法
に
よ
る
現
象
の
観
察
及
び
測
定
を
い
う
。

６

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
予
報
」
と
は
、
観
測
の
成
果
に
基
く
現
象
の
予
想
の
発
表
を
い
う
。

７

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
警
報
」
と
は
、
重
大
な
災
害
の
起
る
お
そ
れ
の
あ
る
旨
を
警
告
し
て
行
う
予
報
を
い
う
。

８

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
気
象
測
器
」
と
は
、
気
象
、
地
象
及
び
水
象
の
観
測
に
用
い
る
器
具
、
器
械
及
び
装
置
を
い
う
。
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（
気
象
庁
長
官
の
任
務
）

第
三
条

気
象
庁
長
官
は
、
第
一
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
行
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

気
象
、
地
震
及
び
火
山
現
象
に
関
す
る
観
測
網
を
確
立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

二

気
象
、
津
波
及
び
高
潮
の
予
報
及
び
警
報
の
中
枢
組
織
を
確
立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

三

気
象
の
観
測
、
予
報
及
び
警
報
に
関
す
る
情
報
を
迅
速
に
交
換
す
る
組
織
を
確
立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

四

地
震
及
び
火
山
現
象
の
観
測
の
成
果
を
迅
速
に
交
換
す
る
組
織
を
確
立
し
、
及
び
維
持
す
る
こ
と
。

五

気
象
の
観
測
の
方
法
及
び
そ
の
成
果
の
発
表
の
方
法
に
つ
い
て
統
一
を
図
る
こ
と
。

六

気
象
の
観
測
の
成
果
、
気
象
の
予
報
及
び
警
報
並
び
に
気
象
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
成
果
の
産
業
、
交
通
そ
の
他
の
社
会
活
動
に
対
す

る
利
用
を
促
進
す
る
こ
と
。

（
気
象
庁
以
外
の
者
の
行
う
気
象
観
測
）

第
六
条

気
象
庁
以
外
の
政
府
機
関
又
は
地
方
公
共
団
体
が
気
象
の
観
測
を
行
う
場
合
に
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て

こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
左
に
掲
げ
る
気
象
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

研
究
の
た
め
に
行
う
気
象
の
観
測

二

教
育
の
た
め
に
行
う
気
象
の
観
測

三

国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
気
象
の
観
測

２

政
府
機
関
及
び
地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
次
に
掲
げ
る
気
象
の
観
測
を
行
う
場
合
に
は
、
前
項
の
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
気
象
の
観
測
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

そ
の
成
果
を
発
表
す
る
た
め
の
気
象
の
観
測

二

そ
の
成
果
を
災
害
の
防
止
に
利
用
す
る
た
め
の
気
象
の
観
測

三

そ
の
成
果
を
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
の
電
気
事
業
の
運
営
に
利
用
す
る
た
め
の
気
象
の

観
測

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
り
気
象
の
観
測
を
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
が
そ
の
施
設
を
設
置
し
た
と
き
は
、
国
土
交
通
省

令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
気
象
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
廃
止
し
た
と
き
も
同
様
と
す
る
。

４

気
象
庁
長
官
は
、
気
象
に
関
す
る
観
測
網
を
確
立
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し
た
者
に
対

し
、
気
象
の
観
測
の
成
果
を
報
告
す
る
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
観
測
に
使
用
す
る
気
象
測
器
）

第
九
条

第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
上
の
基
準
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
象
の
観
測
に
用
い
る
気
象
測
器
、

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
船
舶
に
備
え
付
け
る
気
象
測
器
又
は
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
が
同
項
の
予
報
業
務
の

た
め
の
観
測
に
用
い
る
気
象
測
器
で
あ
つ
て
、
正
確
な
観
測
の
実
施
及
び
観
測
の
方
法
の
統
一
を
確
保
す
る
た
め
に
一
定
の
構
造
（
材
料
の
性
質

を
含
む
。
）
及
び
性
能
を
有
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
し
て
別
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
も
の
は
、
第
三
十
二
条
の
三
及
び
第
三
十
二
条
の
四
の
規
定

に
よ
り
気
象
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
た
者
が
行
う
検
定
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
殊
の
種
類
又
は

構
造
の
気
象
測
器
で
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
予
報
及
び
警
報
）

第
十
三
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
こ
の
章
に
お
い
て
以
下
同
じ
。
）
、
津

波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
一
般
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

気
象
庁
は
、
前
項
の
予
報
及
び
警
報
の
外
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
以
外
の
水
象
に
つ
い
て
の
一
般

の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

気
象
庁
は
、
前
二
項
の
予
報
及
び
警
報
を
す
る
場
合
は
、
自
ら
予
報
事
項
及
び
警
報
事
項
の
周
知
の
措
置
を
執
る
外
、
報
道
機
関
の
協
力
を
求

め
て
、
こ
れ
を
公
衆
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
及
び
波
浪
に
つ
い
て
の
航
空
機
及
び
船
舶
の
利
用
に
適
合

す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
・
３
（
略
）

第
十
四
条
の
二

気
象
庁
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
気
象
、
高
潮
及
び
洪
水
に
つ
い
て
の
水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警

報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

気
象
庁
は
、
水
防
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
三
号
）
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
河
川
に
つ
い
て
、
水
防
に
関
す
る

事
務
を
行
う
国
土
交
通
大
臣
と
共
同
し
て
、
当
該
河
川
の
水
位
又
は
流
量
（
は
ん
濫
し
た
後
に
お
い
て
は
、
水
位
若
し
く
は
流
量
又
は
は
ん
濫
に

よ
り
浸
水
す
る
区
域
及
び
そ
の
水
深
）
を
示
し
て
洪
水
に
つ
い
て
の
水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

気
象
庁
は
、
水
防
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
河
川
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
知
事
と
共
同
し
て
、
水
位
又
は
流
量
を
示
し

て
洪
水
に
つ
い
て
の
水
防
活
動
の
利
用
に
適
合
す
る
予
報
及
び
警
報
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
・
５

（
略
）

第
十
五
条

気
象
庁
は
、
第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
四
条
第
一
項
又
は
前
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
、
気
象
、
津
波
、
高
潮
、
波

浪
及
び
洪
水
の
警
報
を
し
た
と
き
は
、
政
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の
警
報
事
項
を
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信

電
話
株
式
会
社
、
警
察
庁
、
海
上
保
安
庁
、
国
土
交
通
省
、
日
本
放
送
協
会
又
は
都
道
府
県
の
機
関
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
警
戒
の
必

要
が
な
く
な
つ
た
場
合
も
同
様
と
す
る
。

２

前
項
の
通
知
を
受
け
た
東
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
、
警
察
庁
及
び
都
道
府
県
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知

さ
れ
た
事
項
を
関
係
市
町
村
長
に
通
知
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
項
の
通
知
を
受
け
た
市
町
村
長
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
公
衆
及
び
所
在
の
官
公
署
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

４

第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
海
上
保
安
庁
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
航
海
中
及
び
入
港
中
の
船
舶
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
国
土
交
通
省
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
を
航
行
中
の
航
空
機
に
周
知
さ
せ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

６

第
一
項
の
通
知
を
受
け
た
日
本
放
送
協
会
の
機
関
は
、
直
ち
に
そ
の
通
知
さ
れ
た
事
項
の
放
送
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
航
空
予
報
図
の
交
付
）

第
十
六
条

気
象
庁
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
航
空
機
に
対
し
、
そ
の
航
行
前
、
気
象
、
地
象
又
は
水
象
に
つ
い
て
の
予
想
を
記
載
し
た
航
空

予
報
図
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
予
報
業
務
の
許
可
）

第
十
七
条

気
象
庁
以
外
の
者
が
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
又
は
洪
水
の
予
報
の
業
務
（
以
下
「
予
報
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
お
う
と

す
る
場
合
は
、
気
象
庁
長
官
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
許
可
は
、
予
報
業
務
の
目
的
及
び
範
囲
を
定
め
て
行
う
。
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（
許
可
の
基
準
）

第
十
八
条

気
象
庁
長
官
は
、
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
書
を
受
理
し
た
と
き
は
、
次
の
基
準
に
よ
つ
て
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

一

当
該
予
報
業
務
を
適
確
に
遂
行
す
る
に
足
り
る
観
測
そ
の
他
の
予
報
資
料
の
収
集
及
び
予
報
資
料
の
解
析
の
施
設
及
び
要
員
を
有
す
る
も
の

で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
予
報
業
務
の
目
的
及
び
範
囲
に
係
る
気
象
庁
の
警
報
事
項
を
迅
速
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
及
び
要
員
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。

三

当
該
予
報
業
務
を
行
う
事
業
所
に
つ
き
、
第
十
九
条
の
二
の
要
件
を
備
え
る
こ
と
と
な
つ
て
い
る
こ
と
。

２

気
象
庁
長
官
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
し
た
結
果
、
そ
の
申
請
が
同
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
次
の
場
合
を
除
い

て
許
可
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
罰
金
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
そ
の
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
つ
た
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で
あ
る
と
き
。

二

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
第
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
の
取
消
し
を
受
け
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
二
年
を
経
過
し
な
い
者
で

あ
る
と
き
。

三

許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
法
人
の
役
員
が
第
一
号
又
は
前
号
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
。

（
気
象
予
報
士
の
設
置
）

第
十
九
条
の
二

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
予
報
業
務
を
行
う
事
業
所
ご
と
に
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
気
象
予
報
士
（
第
二
十
四
条
の
二
十
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
気
象
予
報
士
に
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
業
務
）

第
十
九
条
の
三

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
は
、
当
該
予
報
業
務
の
う
ち
現
象
の
予
想
に
つ
い
て
は
、
気
象
予
報
士
に
行
わ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
改
善
命
令
）
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第
二
十
条
の
二

気
象
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
が
第
十
八
条
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
場

合
そ
の
他
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
の
予
報
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
許

可
を
受
け
た
者
に
対
し
、
そ
の
施
設
及
び
要
員
に
つ
い
て
同
項
各
号
に
適
合
す
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
当
該
予
報
業
務
の
運
営
を
改
善
す
る
た
め

に
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
許
可
の
取
消
し
等
）

第
二
十
一
条

気
象
庁
長
官
は
、
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
て
業
務
の
停

止
を
命
じ
、
又
は
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
基
づ
く
処
分
又
は
許
可
若
し
く
は
認
可
に
付
し
た
条
件
に
違
反
し
た
と

き
。

二

第
十
八
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

（
予
報
業
務
の
休
廃
止
）

第
二
十
二
条

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
者
が
予
報
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
そ
の
日
か
ら
三

十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
気
象
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
警
報
の
制
限
）

第
二
十
三
条

気
象
庁
以
外
の
者
は
、
気
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
及
び
洪
水
の
警
報
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
予
報
及
び
警
報
の
標
識
）

第
二
十
四
条

形
象
、
色
彩
、
灯
光
又
は
音
響
に
よ
る
標
識
に
よ
つ
て
気
象
、
地
象
、
津
波
、
高
潮
、
波
浪
又
は
洪
水
に
つ
い
て
の
予
報
事
項
又
は

警
報
事
項
を
発
表
し
、
又
は
伝
達
す
る
者
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
方
法
に
従
つ
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
登
録
）

第
二
十
四
条
の
二
十

気
象
予
報
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
が
気
象
予
報
士
と
な
る
に
は
、
気
象
庁
長
官
の
登
録
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
無
線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表
）

第
二
十
五
条

気
象
庁
は
、
国
土
交
通
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
左
に
掲
げ
る
も
の
を
総
合
し
て
作
成
す
る
資
料
を
国
内
及
び
国
外
の
気
象

業
務
を
行
う
機
関
、
船
舶
又
は
航
空
機
に
お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
に
よ
り
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

国
内
及
び
国
外
の
気
象
、
地
象
及
び
水
象
の
観
測
の
成
果

二

国
内
及
び
国
外
の
気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
事
項
及
び
警
報
事
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
外
、
国
内
及
び
国
外
の
気
象
、
地
象
及
び
水
象
に
関
す
る
情
報

第
二
十
六
条

気
象
庁
以
外
の
者
で
、
そ
の
行
つ
た
気
象
の
観
測
の
成
果
を
国
内
若
し
く
は
国
外
の
気
象
業
務
を
行
う
機
関
、
船
舶
又
は
航
空
機
に

お
い
て
受
信
さ
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
無
線
通
信
に
よ
り
発
表
す
る
業
務
を
行
お
う
と
す
る
も
の
は
、
気
象
庁
長
官
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
但
し
、
船
舶
又
は
航
空
機
が
当
該
業
務
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

第
十
八
条
（
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
条
の
二
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
準
用
す
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
条
の
二
中
「
第
十
八
条
第
一
項
各
号
の
一
」
と
あ
り
、
及
び
「
同
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
八
条
第
一
項
第

一
号
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
気
象
測
器
等
の
保
全
）

第
三
十
七
条

何
人
も
、
正
当
の
理
由
が
な
い
の
に
、
気
象
庁
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
技
術
上
の
基
準
に
従
つ

て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
気
象
の
観
測
を
行
う
者
が
屋
外
に
設
置
す
る
気
象
測
器
又
は
気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
、
津
波
、

高
潮
、
波
浪
若
し
く
は
洪
水
に
つ
い
て
の
警
報
の
標
識
を
こ
わ
し
、
移
し
、
そ
の
他
こ
れ
ら
の
気
象
測
器
又
は
標
識
の
効
用
を
害
す
る
行
為
を
し

て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
六
条

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
九
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二
～
七

（
略
）

○
電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
（
抄
）
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（
定
義
）

第
二
条

こ
の
法
律
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
八

（
略
）

九

電
気
事
業

一
般
電
気
事
業
、
卸
電
気
事
業
、
特
定
電
気
事
業
及
び
特
定
規
模
電
気
事
業
を
い
う
。

十
～
十
六

（
略
）

２
・
３

（
略
）

○
登
録
免
許
税
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号
）
（
抄
）

別
表
第
一

課
税
範
囲
、
課
税
標
準
及
び
税
率
の
表
（
第
二
条
、
第
五
条
、
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
―
第
十
七
条
、
第
十
七
条

の
三
―
第
十
九
条
、
第
二
十
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
三
十
四
条
関
係
）

登
記
、
登
録
、
特
許
、
免
許
、
許
可
、
認
可
、
認
定
、
指
定
又
は
技
能
証
明
の
事
項

課
税
標
準

税

率

一
～
百
四
十
二

（
略
）

百
四
十
三

予
報
業
務
の
許
可
、
気
象
観
測
成
果
の
無
線
通
信
に
よ
る
発
表
業
務
の
許
可
若
し
く
は
気
象
測
器
の
器
差
に
係
る
認
定
測
定
者

の
認
定
又
は
気
象
測
器
に
係
る
登
録
検
定
機
関
の
登
録

気
象
業
務
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
十
七
条
第
一
項
（
予
報
業
務
の
許

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

(一)
可
）
の
予
報
業
務
の
許
可

気
象
業
務
法
第
二
十
六
条
第
一
項
（
無
線
通
信
に
よ
る
資
料
の
発
表
）
の
規
定
に
よ
る
気
象

許
可
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

(二)
の
観
測
の
成
果
に
係
る
無
線
通
信
に
よ
る
発
表
の
業
務
の
許
可

気
象
業
務
法
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
（
測
定
能
力
の
認
定
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
測
定
者

認
定
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

(三)
の
認
定

気
象
業
務
法
第
九
条
（
登
録
検
定
機
関
の
登
録
）
の
登
録
（
更
新
の
登
録
を
除
く
。
）

登
録
件
数

一
件
に
つ
き
九
万
円

(四)
百
四
十
四
～
百
五
十
八

（
略
）

○
国
土
交
通
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
）
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（
所
掌
事
務
）

第
四
条

国
土
交
通
省
は
、
前
条
の
任
務
を
達
成
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
百
十
八

（
略
）

百
十
九

気
象
、
地
象
（
地
震
及
び
火
山
現
象
を
除
く
。
）
及
び
水
象
の
予
報
及
び
警
報
並
び
に
気
象
通
信
に
関
す
る
こ
と
。

百
二
十
～
百
二
十
八

（
略
）




